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午後７時開会  

○佐久間介護予防・地域支援課長  皆様、こんばんは。定刻になりましたので、

第６回（仮称）世田谷区認知症施策推進条例検討委員会を開催させていただき

ます。  

 本日は、お忙しい中、また、お足元の悪い中、御出席いただきましてありが

とうございます。私は、事務局の世田谷区高齢福祉部介護予防・地域支援課長

の佐久間でございます。議事に入る前までの進行をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。  

 初めに、委員会の開催に先立ち、世田谷区長、保坂展人より御挨拶申し上げ

ます。  

○保坂区長  皆様、こんばんは。久しぶりに検討委員会を開催ということで、

大変お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。  

 昨年度から、検討会で議論させていただいて、世田谷区らしい、また認知症

の当事者の方の声も、しっかりお聞きし、意見交換しながら条例をつくってい

こうということで、大変いい形でスタートができたものと思っております。  

さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、認知症の当事者の方、ま

た認知症カフェなどの活動をされている方は、集う場を開くことができなかっ

たり、なかなかコンピューター会議システムでというわけにいかないところが

あると思いますので、人間関係を確かめたり、温もりや温かみ、そしてお互い

の生き方をぶつけ合いながらやってきたことができなくなるというのは、大変

この条例にとっても試練の期間でございました。  

 今日、幸いこうして集まることができましたので有効に生かし、事務局が作

った案を少し前へ進めたいということでございます。ぜひこの条例が良いスタ

ートをできるよう、皆さんの知恵、そして御意見で、よりレベルアップをして

いくということを心から望みまして、皆様に大変お世話になったという御礼を

最後に重ねまして御挨拶にいたします。ありがとうございます。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  続きまして、配付資料の確認をさせていた

だきます。  

《資料確認》  

  

 本日は、第４回検討委員会に引き続き、認知症の御本人及びパートナーのお

立場から６名の皆様に御参加いただいております。御紹介させていただきます。 

 〇〇様でございます。パートナーの〇〇様、同じくパートナーの〇〇様。  

 続きまして、長谷部泰司様でございます。パートナーの工藤幸子様でござい

ます。同じく、パートナーの鈴井章子様でいらっしゃいます。  

 最後に、藤原郁子様でございます。  



2 

 

  また、先ほど御挨拶をいたしましたが、区長が同席いたしますので、改め

て紹介させていただきます。世田谷区長保坂展人でございます。  

 その他事務局職員、政策企画課職員も同席させていただいております。  

 続きまして、出欠の委員でございますが、本日、桜新町アーバンクリニック

院長の遠矢純一郎委員より御欠席の御連絡をいただいております。そのほかの

委員の方につきましては全員出席となっております。  

 この後は次第の２、議事に移らせていただきますが、本日は新型コロナウイ

ルス感染症防止の観点から、座席等の配置等は可能な限り密にしませんよう距

離を取っております。また、換気のため、窓等を開放していることを御協力お

願いいたします。  

 それでは、進行を大熊委員長にお願いいたします。  

○大熊委員長  ご苦労さまでございました。  

 それでは、（仮称）世田谷区認知症とともに生きる希望条例（素案）の検討に

ついて事務局から資料の説明をお願いします。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  では、事務局から、こちらの条例の素案の

御説明をさせていただきます。  

 ５月 27日に第５回条例検討委員会の資料を送らせていただき、皆様から事務

局案の条例素案について御意見を賜りました。いただきました意見につきまし

ては、大熊委員長と相談させていただき、６月 16日に事務局の考え方等を皆様

へメールで送付させていただいたところでございます。本日、皆様のお手元に

あります条例素案は、委員会での議論と並行して庁内の法規に関わる担当部署

と調整を行い、文言の整理も行ったものでございます。  

 資料１は、皆様の御意見と文章の整理を反映した条例素案の全文でございま

す。  

 資料２は、条例骨子案からの主な変更箇所とその理由を説明させていただい

ているものでございます。  

 資料３は、条例素案と条例骨子案との対照表でございます。皆様の御意見を

反映した箇所については、目印としまして塗り潰してございます。  

 資料４は、６月 16日に皆様宛てにメールを送付しました皆様の御意見と事務

局の考え方の資料でございます。本議題では、条例素案について御議論いただ

き、確定してまいりたいと考えております。  

 説明は以上でございます。  

○大熊委員長  ありがとうございました。それでは、骨子案から素案への主な

変更箇所とその理由について、御説明をお願いします。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  では、主な変更箇所の理由につきましては

資料２に記載しておりますけれども、本日は資料３の条例素案と条例骨子案の
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対照表で御説明をさせていただきたいと思います。  

 左側に条例素案、右側に条例骨子案という形になっております。塗り潰しの

箇所につきましては、第５回検討委員会での委員意見による変更箇所となって

おります。それ以外の下線につきましては、言葉の訂正や、法規に関わる担当

部署との調整により変えている部分等でございます。  

 まず、前文についての御説明でございます。２ページ目の２行目になります。

骨子案から素案の変更ではございませんが、第５回の検討委員会で「区に住ん

できた人を含め」というところについての意見がございました。ここの表記に

つきましては、第４回検討委員会での区民の定義の中で、「認知症と診断される

までは区民だった人」という文言がありましたが、こちらの文言を区民の定義

から外しまして、条例前文の中で「区に住んできた人を含め」というような形

にしております。  

 続きまして、第１条「目的」についてでございます。認知症とともに生きる

人を含め、全ての区民を対象とした条例であることが分かりやすいように表現

を改めるとともに、条例の名称との整合性や重複した文言などを整理させてい

ただきました。  

 なお、皆様へ事前に資料をお送りさせていただきました後、事務局で再度文

言の整理をさせていただいた部分がありますので、読み上げさせていただきま

す。  

 第１条「この条例は、認知症とともに生きる人（以下「本人」という。）の権

利が尊重され、本人を含む全ての区民が認知症とともに生きる希望を持って暮

らすことができるように推進する認知症に係る施策（以下「認知症施策」とい

う。）について、基本となる理念を定め、区の責務、本人を含む区民の参加並び

に地域団体、関係機関及び事業者の役割に関する事項を明らかにすることによ

り、全ての区民が認知症とともに生きる意識を高め、その備えをし、もって一

人ひとりがともに安心して自分らしく暮らすことができる地域共生社会の実現

に寄与することを目的とする。」にさせていただきました。  

 続きまして、第３条「基本理念」についてでございます。第３条第１項につ

いて、区民意見募集（パブリックコメント）におきまして、本人は希望を持て

ないのかというような趣旨の御意見がありました。希望を持てないという誤解

を生じさせないために「生きる希望をもつことができ」から「生きる希望を持

ち」に修正しております。  

 第４条「区の責務」についてでございます。第１項は、第 16条の表記と統一

し、「認知症施策を総合的に推進する」と趣旨は変えずに文言を整理させていた

だきました。  

 続きまして、第５条「区民の参加」についてでございます。第３項の「パー
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トナー」という文言につきまして、こちらも区民意見募集において意味が分か

りにくいという趣旨の御意見がありましたので、説明を補足させていただき、

「区民は、パートナー（本人を理解し、本人とともに歩み、支え合う者をいう。

以下同じ。）であるという意識を持つように努めるものとする。」と変更してお

ります。また、同じ「パートナー」という表記につきましては 15条４項にも記

載しておりますので、 15条も修正し、文言を整理しております。  

 骨子案から素案の変更ではございませんが、検討委員会の中では、第５条の

見出しにつきまして「区民の役割」を「区民のできること」、また、第４項では

「本人は、区民等に発信するよう努めるものとする」を「発信することができ

る」という提案をいただいておりました。この部分につきましては、区の内部

でそのような趣旨を汲み取り、条文として可能かどうか検討させていただいて

おります。区で定める条例につきましては、やはり区民へ行ってほしいものを

求めるものであり、この認知症条例につきましても例外ではございません。第

４項の表現では「努めるもの」としておりますが、記載してありますとおり、

「自らの意思により」ということで「自らの体験、考え、意見等」を発信して

もらいたいと求めているものでございます。「努めるもの」という硬い表現を易

しい言葉で表現できないかということで検討いたしましたが、御提案いただい

ている「できる」というような表現ですと、この条例がなければできないよう

な誤解も生じるということがございました。最終的には、見出しを「区民の参

加」とさせていただき、「努めるもの」の表現につきましては、ほかの部分の兼

ね合いもあり、こちらでまとめさせていただきました。  

 続いて、第 10条「認知症への備え等の推進」についてでございます。こちら

については、分かりやすい表記とするため、重複な部分の文言を整理させてい

ただいております。  

 次は、第 13条「相談体制の充実及びその支援」についてです。見出しと条文

内容が合致するような文言で整理をさせていただいております。  

 続きまして、第 16条「認知症施策の総合的推進」についてでございます。こ

ちらは、本条例に関する法令につきましては老人福祉法、介護保険法だけでは

なく、社会福祉法や現在継続審査中でございます認知症基本法案など種々ござ

いますので、法令を所管する部署と検討を重ね、分かりやすい表記として文言

を整理いたしました。  

 なお、地域共生社会の実現のための社会福祉法の一部を改正する法律が６月

12日に公布されたことを受けまして、介護保険法の認知症に関する施策の総合

的な推進に関する事項により、第２条１項１号の認知症の定義につきましても、

表記が変わる予定がございます。その場合、変更する可能性があることを御承

知おきください。  
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 続きまして、第 18条「世田谷区認知症施策評価委員会」についてでございま

す。８ページ目になります。こちらも区民意見募集（パブリックコメント）や

委員からの意見の中で、施策の検討の際には本人や家族の視点に立つことや、

参画の必要性という趣旨の御意見がございました。第５項において、本人及び

その家族の御出席を求め、意見を聞く旨を新たに記載させていただいておりま

す。  

 主な変更点は以上でございますが、このほか句読点など趣旨を変えずに文言

を整理いたしました箇所が幾つかございます。そこが下線を引いてあるところ

でございます。  

 ただいま御説明いたしました今回の素案につきましては、５月末に皆様にお

示しし、６月にいただきました意見を反映させていただいたものでございます。

事務局といたしましては、こちらの条例素案を御承認いただき、確定してまい

りたいと存じます。  

 説明は以上でございます。  

○大熊委員長  ありがとうございました。  

 それでは、骨子案から素案に格上げしたわけですけれども、本議題につきま

して、どなたでも手をお挙げくださいまして、御意見をお述べくださいませ。  

○長谷川委員  この委員会にも御本人が３名いらっしゃるという事実があると

いうところから、認知症施策評価委員会に関して、僕は非常に気になっていま

して、８ページの第 18条第３項が、評価委員は深い理解と識見を有する者とな

っていて、第５項で必要があると認めたときは、本人及びその家族に意見を聴

くということですね。ということは、基本的に御本人が評価委員会の中に入っ

ていないというか、呼ぶという形だと思います。この検討委員会にも、ご本人

がいらっしゃるという事実があるということを踏まえると、特定の人が続ける

かどうかは分からないですが、評価委員の中にも一緒になって議論していくと

いうような文言が僕は必要ではないかなと思います。  

○大熊委員長  この御意見について、補足または賛成、反対、いかがでしょう

か。  

 確かに、御本人が識見を有する者じゃないなんていうことはあり得ないわけ

で、御本人のことを経験専門家というふうにこの頃は言い表すこともあります

ので、大事な御指摘をありがとうございました。  

 長谷部さんは、必要なときに呼ばれるのではなくて、いつもこのメンバーの

中にいらっしゃるほうがいいとお思いになりますか、それとも呼ばれたときだ

け行くほうが良いと思われますか。  

○長谷部氏  このメンバーの中に入っているほうがいいと思います。  

○大熊委員長  それでは、藤原さんは、必要なときに呼ばれるのがいいか、こ
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のメンバーの中に専門家としていらっしゃるほうがいいか、どのようにお思い

になりますか。  

○藤原氏  メンバーとしていさせていただいたほうがいいと思います。  

○大熊委員長  ありがとうございました。  

 では、〇〇さんは、いかがでございましょうか。呼ばれたときだけ来るのと、

このメンバーの中に入っているのと。  

○当事者Ａ  至らないことがいっぱいありますが、勉強させていただく意味で

は、ここに参加させていただけるとありがたいと思います。  

○大熊委員長  ということで、このことに御異議のある方はいらっしゃいます

か。  

 御異議はないように思いますので、この表現をちょっと工夫していただけた

らと思いますが、事務局はどのように思われますか。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  ほかの会議体ですと、団体を代表して委員

をお受けいただくことが多いですけれども、御本人の団体というのが今のとこ

ろなく、事務局が今日ご出席いただいた皆様にお声かけさせていただいたとい

うところでございます。評価委員会に入っていただくことは、いいのですが、

代表というような立場で入られるのかどうかというところは、少し御議論が要

るのかなと存じます。以上でございます。  

○長岡委員  先ほど長谷川先生からも初めのほうでお話があったかと思います

が、御本人の方々も、その時々によっての調子もあるところと、課長が申しま

したとおりの理由で、今の表現となっております。表現については、どのよう

な形があるのか工夫をさせていただきたいと思います。こちらの思いとしては、

常に来ていただくような形で思ってはいますので、そこのところは御理解いた

だければなと思います。  

○長谷川委員  思いなどについては、僕も異論はありませんが、要するに、一

緒にやっているという表現にどのようにするかだと思っています。なので、委

員会の中にお呼びするというのは一緒にという色合いがちょっと薄く感じま

す。特定の人がずっと来るかどうか、そこの工夫は恐らく必要だというふうに

は、思いますが、一緒にやるというところで常に委員の中にはいらっしゃると

いう前提があればというところが非常に重要かなと思っています。お気持ちは

僕も分かっているところです。  

○大熊委員長  この「本人及びその家族その他の」の「本人及びその家族」と

いうところを取ってしまって、「審議のため必要があると認めたときは、関係人

の出席を求めることができる」というようにすれば、何か本人を特別扱いにし

ないほうが、これまでの議事の流れの中でも、このお三方がすごく大事なこと

を言ってくださって進んでいるという経緯があると私は思うのですけれども、
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何か本人は別よ、事情によっては呼びますよというのは、この条例の根幹に関

わるような気が私はしています。  

 世田谷の条例について話してくださいと言われて、人々が非常に感心してう

なずくのは、これを検討するメンバーの中にお三方が入っていらっしゃって、

こんな話をしてくださってということを言うと、非常にみんな感銘を受けると

いうところがあります。これは「私の希望ファイル」と同時に、この条例の中

のとても重要な考え方のように私は思うのでございます。そのため、関係人と

いうのを残しておけば、ほかの関係者を呼ぶのは妨げることはないので、本人

を特別扱いというのは私はあまり賛成できないということでございます。  

 何か西田さん、うなずいておられます。  

○西田委員  今お話を伺っていまして、ここはやはりこの条例の一番重要なと

ころの一つじゃないかなと思いました。世界的にも、当事者の方々が参画して

協働によって施策をつくり上げるということがスタンダードになってきていま

す。 20年ぐらい前ですと、当事者の方の御意見を賜って委員会で決めるという

やり方でしたけれども、そういうやり方はいろんな意味で効果が薄いというこ

とが分かってきて、やはり本当にメンバーとして貴重な経験を生かした御発言

をいただく、そういうプロセスに関与していただくということは非常に価値が

大きいので、それに対するこの評価委員会なりの本気度というのは、この部分

の記載に表れてくる可能性があるなと思います。どう書くのがいいのかちょっ

と難しいところはありますけれども、常に評価は当事者の方の視点に立って行

っていくという、そこは死守すべきポイントじゃないかなと思います。  

 あともう一つだけ言うと、当事者の方の体調のこともよく言われますが、そ

れについては運営の仕方のノウハウの問題であって、当事者の方の体調の問題

ではないとよく言われます。だから、継続して今日は調子が悪いというときも

もちろんあるでしょうけれども、そのときであっても、複数の方が必ず委員会

におられて、意見を表明してくださるということが大事な点で、運営の仕方が

問われているという認識を持ったほうがよろしいかと思います。  

○大熊委員長  ほかにどなたか御意見が。  

○田中委員  田中でございます。読んでいて、ああ、とてもあったかいなと、

何か言葉の全ての中にあったかさが出てきた条例案でとてもうれしいなと思っ

ております。  

 ただ、一つ私がちょっと気になっていますところがあります。それは、御本

人が御本人らしく生きていくということが全面的に条例の支柱になっている。

そのためにはどうしたらいいのかという方法論についてですが、今、成年後見

等の認知症の方々を、どうやってその方々の意思を理解するのかということで、

意思決定支援という言葉が非常に出回っております。ところが、意思決定支援
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の方法論というのは、いろんなところでいろんな模索をして、意思決定をどう

やって支援したらいいかという方法論がいろいろな形で出ているんですけれど

も、これが間違いなく正しいんだ、これがいいんだというものは、まだ決定的

なものは何も出ておりません。  

 今ここに御参加していらっしゃる御本人様たちというのは、まだ御自分の意

思を十分に皆さんに伝えることができる方々です。ただ、私が仕事でこの 20年

間お付き合いさせていただいた方には、最初はお元気な方がだんだん意思をう

まく表明できなくなり、最後は、こちらが声かけしても、その言葉も理解でき

ない方もいらっしゃるようになります。でも、認知症になってしまわれた方々

というのは、その程度は必ずしも軽い方ばかりではなくて、関係者がその方の

意思を理解しようと思っても、言葉でも理解できなくなる方もいらっしゃる。

それでも、その方々とともに、この世田谷区で生きていって、その方が自分ら

しく生きていけるための施策をつくるんだったら、やっぱり意思決定支援の仕

方というのも、区も勉強してほしいなと思うんですね。  

 ここに第 11条意思決定の支援等があるんですけれども、「私の希望ファイルに

係る取組等を積極的に支援する」とか、「区は、区民等が本人の意思決定を支援

するために必要な知識等を得るための学習の機会を設ける」と書いてあるんで

す。では、区は全部意思決定支援の方法を、これが正しいんだというのをお分

かりになっているのかなと。そこが分かっていないんですよ。誰も正しいもの

というのが分からない。今模索中なんだから、区も、やはり勉強していくこと

が必要だと思います。区民と一緒に、また御本人と一緒に、みんなで勉強して

いこうよという同じ目線で物事を考えて前へ進んでいく努力をしようという、

やっぱり意思決定支援の中に区が行うことも入れなきゃいけないんじゃないか

なと。区民だけに学ぶ機会を与えても、学ぶ機会を与えるために、教える立場

の人が分かっているんですかというと、私も一生懸命意思決定支援の勉強を何

年間もずっとやってきていますけれども、やっぱり思うようなことができませ

ん。いろんなところで講習会とか講演会とかもやらせてもらっていますけれど

も、自分がこれで正しいんだななんて思ったことは一度もないです。  

 だから、私の希望ファイルというのはとても大事なんですけれども、私の希

望ファイルだけでは、その方の意思を最後には推測できないことがいっぱいあ

ります。人間は、やっぱりそのときに思ったことから、だんだん環境が変われ

ば自分の意思だって変わっていくので、私の希望ファイルに書いてあったこと

が全部なのかというと、そうではないわけです。だから、その場の今の御本人

様がどんなことを思っているんだろうというのは、希望ファイルもそう、それ

からその方の関係者の方からのお話もそう。それから、その方の表情とか、言

葉では出てこないけれども、いろんなもの、雰囲気とか、そこの中でみんなで
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考えなきゃいけないことなので、この意思決定の支援のところは、もう１個、

区が一緒に区民や御本人たちとみんなで意思決定のよりよい方法も考えていこ

うという、そこが何か欲しいと私は思いました。  

○大熊委員長  具体的にどんな文言をここに挿入するとしっくりいくでしょう

か。項目を作るなど。  

○田中委員  付け焼刃なので、いい言葉ではないのかもしれないですけれども、

御本人様が安心して自分らしく暮らすことができるためのその方の意思を尊重

する方法を随時検討していくとか、模索していくとか、何か今言葉がうまく出

ないんですけれども、そういう区の努力していくという何か指針みたいなもの

をここに入れていただければなと思っております。  

○大熊委員長  どなたか御意見がおありでしたら、どうぞ手を挙げてください。 

○和気委員  今の田中先生の御提案については、例えば第 11条が「区は、私の

希望ファイルに係る取組等を積極的に支援する」というこの非常に短い一文だ

けになっていて、私の希望ファイルもすごく重要だと思うんですけれども、そ

れだけでは多分不十分であるし、それをどうやって活用していくかみたいなこ

ともここには含まれていると思うんですけれども、この「等」というのを生か

しながら「等を積極的に支援し」という文章に、その後に今、田中先生がおっ

しゃったような本人が、その後に区、ともどもに、御本人にとって最も有効な

支援のあり方を模索するとか、何かちょっとそこの後にくっつければ、この一

文がちょっと短過ぎて、これしかないみたいな誤解を招きかねないので、実際

にはもっともっといろいろな場面で、医療の現場でも常に模索されているし、

成年後見の場でも常に誰もが悩みながら多分やっていると思うので、そのあた

りのことをこの一文の中に入れていただくというのはいいのかなと思いまし

た。  

 あともう１点。先ほどの第 18条第３項の件について、委員長がおっしゃって

いたことと関連して「深い理解と識見を有する者のうちから区長が委嘱する委

員」というような文章がありますけれども、当事者の方もパートナーの方も、

もともと委員であるという捉え方をしておけば問題ないという認識でよろしい

でしょうか。という前提で議論すれば、その後の関係者を呼ぶことができると

いう、その関係者の中には本人もいれば、そうじゃない人もいれば、いろんな

人が入り得るんだけれども、本人の方がもともと委員として普通に参加してい

れば何の問題もないという理解でよろしいでしょうか。そこだけちょっと確認

させてください。  

○大熊委員長  そのとおりです。とりわけ御本人だけを特別扱いしないほうが

よいのではないかという考えですね。  

○和気委員  ありがとうございます。確認でした。  
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○大熊委員長  ほかにいかがでございましょうか。  

○田中委員  今の和気先生のお話で、そこの意思決定支援のところで「私の希

望ファイルに係る取組等を積極的に支援する」という、その後に模索をしてい

くという支援の仕方があったんですが、私は逆だと思います。支援の仕方を模

索する一つの方法として、私の希望ファイルもその模索の一手段であるという

ものであって、さっき言ったように、ほかもいろんな御本人様の表情とか関係

者さんのこれまでの体験で、御本人がこういうときは嫌だという意味だよとか、

こういうときはこういうふうにしたいんだよという意味だとか、いろんな方の

お話も聞かせていただいたりとか、私の希望ファイルは一方法だと思いますの

で、そういう形で希望ファイルのほうを後段に入れていただければなと思いま

す。  

○大熊委員長  ほかにどうですか。では、この項目で少し。  

 私の希望ファイルについてはまた最後のところで、先ほど実は作業部会でか

なりもんだところで、これ（作業部会の意見を貼った模造紙）がその検討の足

跡なんですけれども、西田先生などは今の御意見についてはどういうふうに思

われますか。  

○西田委員  田中先生の御指摘というところをきちんと踏まえていくために

も、私の希望ファイルの中身ということについてしっかりと議論を深めていく

ことが大事ではないかなと思います。  

 後で作業部会の御説明をさせていただくところがあるかとは思うんですけれ

ども、私の希望ファイルはいわゆる書式を埋めていくようなものではなくて、

非常に大事な国際的なコンセンサスとしては、その人のお気持ちや希望につい

てのコミュニケーションを続けるということが趣旨ですね。先生がおっしゃる

とおりで、人によってまた変わっていく可能性もありますし、また、その人の

理解が深まったことによって、より適切な希望が見えてくるかもしれませんし、

そういう継続的な私の希望ファイルの活用なり、更新なり、そういうものを通

して本当に難しい局面もあります意思決定についての区民の理解を深めてい

く。書式の完成を目指すのではなくて、そういう私の希望ファイルを端緒とし

た認知症に対する考え方、社会変革や意思決定のあり方の理解の深化というと

ころを目指すソーシャルアクションのようなことを目指すということが先ほど

の作業部会の議論では出てきているところでございました。  

○田中委員  私の希望ファイルの定義というのが２条の６号に出ているんです

けれども、これは「認知症になる前及びなった後において自らが希望する生活

に係る意思決定を行い、これを繰り返し書き記す過程及びその文書をいう。」と

いうので、私の希望ファイルというのは、あくまでも御本人が作成しているも

のですよね。  
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○西田委員  この文だと、そういうふうに読み取られますよね。  

○田中委員  だから、今、西田先生がおっしゃっているのとはちょっと違うの

で、ここにもうそういう定義が出てきちゃっていますから、ここだと本人が書

ける間はこれを書くということですよね。そうすると、書けなくなっちゃうこ

とは結構ありますので、その後も御本人の意思決定支援というのはしなきゃい

けないわけです。  

 ですから、私が申し上げているのは、こうやって文章に書ける間って、また

は文書に書けるということは御本人の意思もそれなりに判断する言葉が出てき

ますからできるんですけれども、文章が書けなくなる、言葉が出なくなっちゃ

うというときの意思決定支援というのは絶対必要で、そうでなければ、それが

なければ、御本人らしくて自分らしく生きることはできないので、そこの時期

も本人らしく生きていくことを、やはりこの条例で考えておかなければいけな

いんじゃないかなと思います。そこを想定しておかないと、この条例というの

は何かいつでも書けるような、御本人は最後まで自分の意思を私の希望ファイ

ルで書けますよというふうに考えていらっしゃるような感じが受けられたの

で。  

○西田委員  今日の作業部会のお話の中でも、先生の御意見に対する部分が出

てまして、やっぱり書くということは非常に大変なことですよね。ですから、

コミュニケーションしながら、御本人が書くということでは限定しないで、聞

いたことをどなたかが聞いてまとめていくとか、それからそういうプロセスが

すごく大事であるということですね。だから、この今の文章に立ち返りますと、

御本人がお一人で書かれるようなイメージが非常にありますけれども、そうで

はなく、そういうことに限定されないという意見が今日出ていたと思います。  

○大熊委員長  この部分を、文書というよりもプロセスとか何かつけ加えたほ

うがいいような気がしますね。これは今、文章がここででき上がらないとだめ

なものでしょうか。  

○永田委員  「これを繰り返し書き記す過程文書をいう。」と、この定義として

は、文書というよりも過程重視の定義に既になっているんじゃないでしょうか。 

○大熊委員長  「過程及びその文書をいう。」と。  

○永田委員  あくまでもこれは私の希望ファイルという、どちらかというと、

ツールの説明を定義しているのであって、これをどう意思決定に生かしていく

かというのは、またその私の希望ファイルを生かす仕組みとしての説明が要る

わけで、ここは定義部分としてあくまでも私の希望ファイルというもの、そう

いう意思決定のことにきちんと、認知症が深まって十分自分の意見を出したり

できない状態になってからも生かすためのものとしてとか、そういうものを加

えていけばよりよいとは思いますが、あくまでもここは定義部分なので、先ほ
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どおっしゃったことを含めて私の希望ファイルの生かし方という形で今後提案

されていくんだと思います。  

 今の田中委員のお話は非常に重要で、大事なことは最初におっしゃった 11条

の意思決定の支援のところで、私の希望ファイルがあたかも目的化してしまわ

ないように、私の希望ファイルというのはあくまでも手段とか道具であって、

意思決定をしっかりと支援していくとか推進していくということをもう少し文

の中心に置いて、その一環として私の希望ファイルを積極的に活用するという

論旨にしたらいいかという提案だったと思います。そこは少し検討していただ

けるといいんじゃないかと思った点です。  

○大熊委員長  ということだと田中先生も納得ですか。  

○田中委員  この条文の骨子なので、本人らしく生きていくためにどうしたら

いいか。本人らしく生きていくために、この条例をつくっていくわけなので、

それをみんなが支えていこうという条例なのに、本人らしく生きるための意思

をどうやって、その方の気持ちを酌まない限りは本人らしくは生きていけない

ので。そこの骨子がちょっと欠けているような気がします。やっぱりそこはど

こかで入れていただけないかなと。  

○大熊委員長  分かりました。今のところに足すことと、「書き記す過程及びそ

の文書」という表現も、書けなくなったらという部分が欠けてしまうから、ち

ょっと手直しが必要かもしれません。  

○田中委員  やっぱり定義というのは、こうであろうか、ああだろうかという

ふうにいろんな推測が入らないような説明をしなければいけないのであって、

これだと書けなくなったら、そういう過程もほかの方が書くものも私の希望フ

ァイルですよというなら、それもその定義の中に入れなきゃいけないだろうと

思うんですね。これだとはっきりしませんよね。御本人が書いたようにしか読

めないので。  

○大熊委員長  この辺の細かいニュアンスをもう一遍、知恵を集めて、ここの

ところをこういうふうにするのでどうでしょうかというのを持ち回りですると

いうようなことはどうでしょうか。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  今、永田先生のほうからもお話のあったと

おり、御本人が書く、ここに書いてあるのは誰が書くというような形ではなく

て、聴いたことを書くというところについても、先ほどの議論もありましたが、

私の希望ファイルについては、お話を聴きながら本人が書けなければ、その聴

いた人が書くということもありますので、その過程が私の希望のファイルとい

うところも一部あると思っております。  

○田中委員  今、書けなくなったとおっしゃいましたけれども、書けなくなっ

たのではなくてしゃべれなくなるときもあるんです。そのときは誰が私の希望
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ファイルを書くのでしょうか。書けるか、しゃべれるかが前提に、この私の希

望ファイルというのはあるような気がするんですよ。もっと先まであるんです

よ。御本人はもっと先までちゃんと生きていらっしゃるんだから、生きていら

っしゃる限りは御本人の意思を尊重してあげなきゃ。  

○永田委員  今、別のことをおっしゃっているんじゃなくて、私の希望ファイ

ルというのが本人が語れなくなったり、書けなくなったり、実は語れなくても

意思は出せる人がいっぱいおられますよね。今、言葉が出なくてもボードで、

どっちがいいか見て目で選んでもらうとか、認知症の人でも語れなくなってか

らの意思の表明法がすごく増えてきているので、そういうものも入れつつぎり

ぎりまでやっても、さらに意思がどうしても出しにくかったり、出しにくいと

いうよりも、相当みんな苦労していても、むしろまだキャッチする側の技術が

ない今の段階でもあると思うんですよね。  

 でも、そういうことも含めて、田中先生がおっしゃるのは意思決定支援をど

れだけ今後区として、この理念として掲げている自分らしく希望を持って生き

るために、意思決定支援をきちんと重視して問い続ける、それを追求し続ける

的なこともきっちりと明確にもっと入れたほうがいいということだと思うの

で、それに関して一つの手段というか、ツールとして私の希望ファイルの定義

をここに入れておくことについて、本人が意思決定を明確にできるとか、書け

るとか、一般的によく誤解されるような元気な人だけが使うものという誤解が

ないような、より認知症が深まった人にも十分生かしていくような定義を少し

工夫して入れていく。それを持ち回りで、ここでやっているとこれで多分９時

過ぎると思うので、そこは大事だからこそ少し時間限定で、例えば２週間以内

とか、区のほうと相談して早めにこの部分、皆さんの意見を入れて確定すると

いうことでいいんじゃないでしょうか。  

○大熊委員長  つまり、定義のところをもっと膨らませるということと、意思

決定の支援のところをちょっと書き加えるというその２点。先生もぜひ案を、

いろいろみんなで工夫をさせていただこうと思います。  

○永田委員  委員長、すみません。  

○大熊委員長  はい、どうぞ。  

○永田委員  どうしても大事なところ、今日冒頭で長谷川委員が提案してくだ

さった評価委員会に本人という言葉をあえて出さないというふうに先ほどなっ

て、それも非常に見識だと思うんですね。認知症の人というのをあえて出して

区別するようなことにしないというのも大事だとは思うんですけれども、今の

現状で認知症の本人の参画という言葉を入れない限り、この評価委員会に本人

が入っているということを、この条例を読んだ区民が、あるいはお医者さんや

関係者がどれほど理解できるかといったら、多くの人たちは本人が参画しての
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評価委員会とは多分認識されないのではないかと思います。  

 この条例が世田谷区はもちろん、ほかの地域にも影響を与えてほしいと思い

ますし、参考までに厚労省が新オレンジプランから入れた認知症施策の立案、

実施評価には本人が参画するという一文が新オレンジプランに文言として入っ

たことで、医療の質の評価やケアの評価やいろいろな面の評価に本人が参画す

るということが今、確実に具体化し始めています。本人の参画というのをきち

んと、こういう条例に基づいた評価委員会に入るということは、区民の皆さん

はもとより、専門職にも本人がきちんと参画しながら、実際やってみてどうだ

ったか評価するんだというその動きが加速されるために、非常に重要な段階だ

と思いますので、委員長がおっしゃってくださったように、関係者のところは

あえて本人を入れる必要はないですけれども、本人が委員として参画するとい

うのは明確に盛り込んだほうが絶対にメリットがあるし、価値が高まると思い

ました。  

○大熊委員長  村中先生、どうぞ。  

○村中委員  私も今の永田委員の御意見に賛成で、先ほど大熊委員長がおっし

ゃっていた本人を特別扱いしない考え方というのは本当に大事で、それは今の

日本の全体の現状から言うと、多分３歩ぐらい先の見識で、そうなっていくこ

とが望ましいのですが、今はどちらかというと、今お話があったように、ここ

に入っていないと、それがこの条文が独り歩きをしていったときに見えないん

じゃないかなという心配が私はありまして、特別扱いしないといっても、最初

のほうからずっと読んでいくと、本人、家族と何回も出てきていて、ここだけ

抜けてしまうというのは、もしかすると逆によろしくないのかなと思っていま

す。ただ、ここの表現として審議のため必要があると認めたときはというのが

ちょっとお役所的で冷たい感じがするので、評価委員会は本人及びその家族や

関係人の意見を聴きながら評価することの重要性に鑑みとか、そこが重要だか

ら聞くんだというような形で、むしろ強化するような形で、これからそういう

評価には御本人の意見が反映されることが必要なんだというような、それでも

一歩も二歩も先んじた書きぶりになると思うんですが、そういうことがあった

ほうが私もいいのではないかなと思っております。  

 ただ、そのときに同じ人じゃないと駄目なのかというようなことではなくて、

その辺の表現ぶりは法規に関わる担当部署の方や事務局の方たちと御相談して

いただけるといいのかなとは思いました。  

○大熊委員長  多分永田委員がおっしゃったような参画というのは、むしろち

ゃんと文章の中に入れてしまう。時々お情けのように入れてあげますというの

ではなくて、中心にいなければという意味だったと思うので、ちょっとニュア

ンスが違うかなと思います。  
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○佐久間介護予防・地域支援課長  事務局から御説明してよろしいでしょうか。

こちらの第 16条、資料３の対照表の７ページの一番下ですけれども、「認知症施

策の推進に関する体制」としまして「認知症施策の総合的推進」のところの第

２項におきまして、「区長は、認知症計画を定めるに当たっては、あらかじめ第

18条に規定する評価委員会の意見並びに本人及びその家族の意見を聴かなけれ

ばならない」として、評価委員会と同じレベルで認知症の方、御本人及びその

家族の意見を聴くというような形で規定はさせていただいております。  

○長谷川委員  とにかく評価委員会の中に入りますよとだけ言えば、あとは流

れるかなと。気になるような形で文言を入れるよりは、評価委員が「深い理解

と識見を有する者」、そこのところの並列で入れてしまえば、あとはすっと流れ

るように思いますけれども。  

○大熊委員長  直しも少なくて済みますね。  

○長谷川委員  そのほうがいいかなと僕は思います。  

○大熊委員長  これは特別に世田谷区が飛び抜けてというのではなくて、今や

政府まで言っていることなので。  

○長岡委員  それでは、私のほうから一言だけ申し上げます。先ほどいろいろ

意見をいただきまして、今、長谷川先生の御指摘は、先ほどから言っていただ

いているところですけれども、 18条の３項のところの「評価委員会は」のくだ

りのところということでよろしいでしょうか。では、そこは表現を工夫させて

いただきますので、よろしくお願いしたいと思います。  

○大熊委員長  それでは、みんなで工夫して、よりよいものにして持ち回りで

決定したいと思います。  

 では、ちょうど今話題になりました条例に基づく、世田谷区認知症とともに

生きる希望計画の検討について、御説明をお願いします。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  それでは、資料５を御覧ください。  

 本条例の計画は、第 16条に基づく計画とするとともに、区の主な計画等と整

合性を図りながら策定してまいります。  

 計画の期間につきましては、この後、計画内容とともに決定してまいりたい

と思います。  

 計画の基本的な考え方は、案としまして第３条の基本理念を実現するために、

区が取り組む認知症施策の具体的な内容を定めていくと考えております。  

 別紙を御覧ください。本日は条例の案文や認知症在宅生活サポートセンター

構想の５つの機能を基として、３つの大項目と 11の中項目に分けて整理し、小

項目につきましては、現在行っております種々の行動計画としての各事業など

を記載しております。  

 また、計画のスケジュールにつきましては、資料５の５に記載してあります
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とおり、９月に骨子案、条例が施行されましたら、新しい条例に基づく評価委

員会で 11月頃に計画案を御検討いただき、その後、事務局で取りまとめ、３月

には計画策定と今のところ考えております。  

 説明は以上でございます。  

○大熊委員長  条例の計画というのは、希望計画のことでしょうか。希望計画

と私の希望ファイルの検討が分かりづらくなっているような感じもするのです

が。  

○西田委員  希望計画と私の希望ファイルの検討というのは、部会で検討を行

うということでよかったのでしょうか。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  本来でしたらば、この条例の検討委員会の

で検討していただくところですけれども、開催の頻度も難しいところがござい

ますので、まずは、私の希望ファイルがどういうものなのかを決めていただく

のと、希望計画につきましては、条例ができた後に新しい条例に基づく評価委

員会のほうで、正式には御審議をいただくところでございますけれども、初め

から新しい評価委員会での御審議というのが難しゅうございますので、今のこ

のメンバーの部会のほうで、項目出しまでは詰めていただきたいと事務局とし

ては考えております。以上でございます。  

○大熊委員長  ご納得いただけましたでしょうか。  

○西田委員  はい。  

○大熊委員長  それでは、村中委員、どうぞ。  

○村中委員  ３点ありまして、まず１点目は、中項目の認知症への理解の推進

のところで、ここに「区民の認知症に対する理解の推進」とありますが、ここ

に「区民や事業者、関係機関」と入れて幅広くしておくのはどうかなと思った

のが１点です。  

 ２点目は、一番下の行の⑪の地域のネットワークづくりのところに「医療・

福祉」とありますが、条例は「医療・保健」と入っていますので、「医療・保健・

福祉」と入れておいていただいたほうがより連携がスムーズになるのではない

かと思いました。  

 ３点目ですけれども、こちらは項目立てをどうするかというのを御検討いた

だければと思うのですが、推進体制と評価という項目を一つ設けていただいて、

その中で、それは条例の 18条にひもづけるような形なんですけれども、第４条

でも、もちろん認知症施策を総合的に推進すると言っているので、その推進体

制というのをどんなふうにするのかということで、区が分野横断的に行うこと

も含めて、ここで少し推進体制というのを検討して入れていただいて、そのと

きに評価のことも少し触れておかれると、全体としてこの希望計画というのが

項目があってやることがあるのだけれども、そのための推進体制もしっかりや
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りますよということが、人材育成等を含めてここに明確にされていると、より

よいのではないかなと思いました。  

○大熊委員長  今の御意見についてどなたかコメントがございますでしょう

か。  

 では、予定に従いまして、私の希望ファイルについての部会で先ほどまで話

していたことについて、この私の希望ファイルの最初の発案者である西田委員

から簡単に考え方みたいなものを言っていただき、それから永田委員が、この

ように（作業部会の意見を貼った模造紙）１時間半の話をまとめてくださった

ので、それを解説していただき、一緒に参加してくださっていた皆さんから補

足していただきたいと思います。  

○西田委員  それでは、私の希望ファイルの部会で出された意見について、で

きるだけ簡潔に報告をさせていただければと思います。  

 本日は、当事者の立場から藤原さんと〇〇さん、そしてパートナーの方々も

御参加くださいまして、私の希望ファイルというものについてどのように考え

て、どのように作業を進めていくかということを協議いたしました。  

 まず、私の希望ファイルというのはまだイメージがはっきりしないところも

あるので、どういうことを目的とするものなのかということについて協議を行

いまして、基本的には意思決定支援につながるところが非常に大きいですけれ

ども、認知症になる前から、仮に認知症になったとして、どのように希望を持

って生活していきたいかということを周囲の方とコミュニケーションして、で

きればそういうファイルを作っていくということですね。そういうものを区民

が作る機会がきちんとあって、仮に認知症の診断を受けるということが来たと

きには、その希望ファイルをきちんと医療の方、またケアの方とも共有して、

その実現に向けて協力していくということが一つの目標であると。認知症の方

の状態が少し進んでいったときに、なかなかコミュニケーションが難しくなっ

てきた場合には、私の希望ファイルというものを関わる人たちがしっかりと読

んで、その人の理解を深めた上でケアやサポートを行うということ。そういう

私の希望ファイルというものがずっと活用され続けていくような仕組みをしっ

かりとつくっていくことが大事ではないかということであります。  

 私の希望ファイルというのは、名前がファイルとついていますので、書式の

ようなイメージを持ちがちですけれども、先ほどもお話が出ましたが、やはり

その人の希望なり思いや願い、生きる意欲といったことについてコミュニケー

ションをしっかりする。その人の生きてきた歩みについてお話ししていただい

たり、それを書きとめたりしていく中で、その人の生きる意欲の源というもの

を見つけて、それをしっかりとサポートしていくということが重要ではないか

という話が出ていました。  
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 一方で、希望というのは非常に抽象的で、人によっては非常に大きな目標を

掲げる方もいらっしゃれば、一方で今の御自身なりのささやかな生活が守られ

ることを希望されるという意味での希望もある。そういうお一人お一人の希望

というものがきちんと表現されるような機会をしっかりつくっていくことが大

事だろうということです。書式の作成ではなくて、そういうコミュニケーショ

ンが成り立つような機会を、例えば認知症カフェであったりとか、様々な場面

でつくっていくことが重要ではないかというようなお話だったかと思います。  

 条例、希望計画との兼ね合いでいくと、私の希望ファイルというものを当事

者の方の御意見を踏まえながら作っていくというプロセスが非常に大事ですの

で、そうすると早急に何か原案をつくるというようなことではなくて、どうい

う機会がどういう形であると、そういうことが可能になってくるのかというこ

とを一定の時間検討し、そして場合によってはモデル事業なども行いながら、

段階的に普及していくということがいいのではないかということであったと思

います。希望計画の中に私の希望ファイルプロジェクトというものを進めてい

く中長期計画みたいなものをしっかり書き込んで、それをしっかり評価委員会

の中でも随時モニターしていただくということが適切ではないか。要するに、

簡単に作って書式で終わりという形になると、一切使われないものがいろんな

自治体で既にありますので、やっぱり真剣にその人の希望を実現していくんだ

という仕組みとセットでつくっていくことが大事じゃないか、そういう御意見

が出たかと思います。  

○大熊委員長  ありがとうございます。そうしたら、永田委員、お願いします。 

○永田委員  永田です。作業部会で今日の皆さんの発言を聞きながら、一つ一

つカードにしていったのをまとめて貼り出したのが正面になります。大きくは

今日の皆さんの発言、そもそも狙いとかイメージの共有をがっちりしないと、

10名前後の話し合いでもどうしてもぶれがちになる。今後、私の希望ファイル

というものを生み出して使っていく上では、明確に目的とイメージが共有でき

るような示し方とか分かりやすい説明を今後しっかりしていく必要性というも

のがまず出されています。  

 そのほか、先ほどの田中先生のお話もありましたけれども、やはり意思決定

の重要性と同時に、意思決定というのがいかにたやすくはできないことかとい

うことを大事にして、同じように書くというのも、単に渡されて書けるもので

はなくて、私は、どういうことを大切に今までも生きてきて、これからどうし

たいのかというのを本人がしっかりと表明できるような、いきなり書くとかい

うよりも、私はどうだっけということを考えながら発信できるような場面を身

近なところでつくり、そういう本人が語れて、それを聞く人がいて、その中で

学び合いが起こったり、そういう場を通じてさらに本人が本当はこう生きたか
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ったんだとか、話し合っている中で、あっ、もっとこういうことも言ってもい

いんだみたいな発信力を高めるためにも、本当に住んでいる近く、世田谷の細

かいエリアの中で話し合いながら、本人が意思表明をどんどんしていけるよう

になり、場合によってはそれから地域の人たちも学ぶ本当の意味での啓発の場

になっていくような機会づくりも必要なのではないか。  

 私の希望ファイルを生み出して展開していくプロセスの中で、今後、希望計

画の中にも、本人が語って一緒に話し合いながら、ファイルというのは育てて

いくものだというようなこと、そういうものをつくり出す大切さというものを

計画の中で書き込んで、それを３年がかりぐらいで、いきなり全区、全体とい

うよりも、まずは小さな可能そうなエリアから始めながら、それを順次広げて

いくというような計画的な推進みたいなことを計画に盛り込んでいくことが必

要ではないかということが出されました。  

 あと同時に、もう１点非常に重要だったのは、今日参加してくださった藤原

さんと〇〇さんが御自身の体験を通じて語ってくださいまして、今までもいろ

いろ考えたり語ってきたけれども、実現していないことが非常に多い。それが

どれほどつらかったり、失望したりとか、もう伝えることが嫌になるとか、本

当に本人の希望がかなってこなかった連続の経過が認知症発症後にあるという

とても大事な話をされて、大事なのは語った後に実現を図る仕組みをどれだけ

きちんと連動させていくかということが話し合われました。  

 そういう面で、先ほどの地元で語り合いながら本人が希望を表出して、それ

を実現、かなえていくためのつながりをどれだけ増やしていけるかということ

もしっかりと構想に入れながら、私の希望ファイルを育てていく中でつながり

が育つということが、いわゆるこの条例が目指している多様な人たちの参画、

多様な人が参画して権利と希望が尊重された地域の実現というものの具現化を

していくプロセスが、この私の希望ファイルを作り、生かしていくプロセスで

はないか。条例が絵に描いた餅にならないためのプロセスの具体ツールとして、

私の希望ファイルを生かしていくという仕組みを分かりやすく示して、一緒に

つくっていくことが必要じゃないかというのが出されたところです。  

 最後にもう１点、長年をかけて世田谷区の中でも認知症ケアパスに組み込ま

れている覚書ですとか、あと社会福祉協議会さんのほうで冷蔵庫に貼っておく

安心カードというのが作られていたり、もちろんお薬手帳があったりとか、本

人や関係者が本人の大事なことを記す幾つかのツールが並行してある。特に最

近では人生会議のＡＣＰとか、そういうものもあるわけですし、区民や関係者

が見てまた別のものか。作業のためのまた面倒くさいツールが１個増えたみた

いな誤解が生じたらもったいないので、この私の希望ファイルの展開の途中で、

あるいは場合によっては計画のあたりでも、今ある類似のツールとの整理とか
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機能分担というものもどこかで明示しながら、それぞれが連動して総合的に生

かされていくもの、その中でも特に私の希望ファイルが全世代の市民が関心を

持って生かしていく。その中で特にどの部分にほかのツールも連動してくるの

かというような見取図を示せると、区民にとっても、ほかのいろいろなものを

無駄なく総合的に生かしていけるのではないかという意見が出ました。  

 今日は委員会には御欠席になりましたけれども、作業部会に参加された遠矢

委員から、私の希望ファイルとＡＣＰは本当に連動するものだと。今進んでい

るＡＣＰの作業のところにも、今日の私の希望ファイルの検討も反映しながら、

別物としてのせっかくの作られるものが区民から、ばらばらに逆に混乱と負担

の材料にならないような統合の必要性みたいなことも御提案されていました。

以上です。  

○大熊委員長  ありがとうございました。予定の時間は来ているんですけれど

も、まだ一言もお話を伺っていない方がおられますので、御意見がない方はな

くてもよいんですけれども、せっかく来てくださった長谷部さんのほうから、

一言ずつお願いいたします。  

○長谷部氏  今日せっかくここに集まっていただいたので、皆さんに一言ずつ

御意見をいただきたいなと思って聞いておりました。  

○大熊委員長  ありがとうございます。その次は藤原さんもお願いします。  

○藤原氏  前回からもずっと思っていることなんですが、自分自身が場違いな

場所にいるんじゃないかなという気がするんですね。  

○大熊委員長  そういうことはなくて、みんなうなずきながら聞いております。 

○藤原氏  今日、最初の部会でお話を聞いたときに、やっぱり自分が思うこと

は発信していかないといけないということが、それが自分に返るだけではなく、

皆さん、今いろいろと悩んだりしている方たちに戻る、広げられるんだという

ことを今日改めて思いました。  

○大熊委員長  ありがとうございました。子どもさんたちと一緒に作っていく

とか、いろいろなヒントを部会で話していただきました。  

 では、高橋委員。  

○高橋委員  フェロー会の高橋でございます。今伺っておりまして、実際にお

三方はちゃんとはっきり発言なさる方ばかりでいらっしゃいますけれども、実

際に発言がなかなかできない方もいらっしゃると思うんですが、そういう方に

関してはどのように対応するのかなという思いでおります。  

○大熊委員長  どなたか答えていただけますか。  

○永田委員  今すごく過渡期で、おっしゃったように発言できない人、事実と

してそう見える方がいるかもしれないけれども、多分発言できる、あるいは本

人は何らかの意思や思いがあるということを前提に、本人たちとつき合おうと
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いう意識をまずしっかり育てていきながら、あと、できないと思わずに、諦め

ないで本人は本当はどう思っているのかと言うチャンスとか、言葉で語らなく

ても一緒に過ごしながら、そういうものをキャッチするようなチャンスを本当

に粘り強くつくっていく人をどう増やしていけるかのところが大事なのではな

いか。  

 今、そういう実践を各地で広げておりますけれども、世田谷でもそういう試

みをしていらっしゃる方もいると思いますけれども、本人が発信できないとか、

決められない、言えないから周りが決めてしまえばいいということでは決して

なくて、周りが決めるということが必要であることは、そういう場面があるの

は間違いないけれども、決められるのは本人しかいない。本人のことは本人し

か決められないんだという考え方とかを、どうこの条例を通じて広く伝えてい

けるかが今すごくこの条例の勝負どころではないかなと考えています。  

○パートナーＡ  今のことにちょっと関係してなんですけれども、姉もアルツ

ハイマーなんですけれども、亡くなった母もアルツハイマーだったので、母は

最期は私たちのことも全く分からなかったし、物の食べ方も忘れて亡くなって

いったんです。ただ、私は割とそばにいてずっと一緒に接していたということ

もあるし、それから先ほどの私の希望ファイルで、早い時期からその人の好き

なことを書いていったり、話したりすることというのはやはりとても大事だと

思いまして、母もしゃべるのも、物が食べられないぐらいですから、自分の意

思を伝えたりはできないんですけれども、でも、私はそばにいたので母の好き

なこととか好きなものとか、好きな歌とかもかなり分かるので、それをやって

あげたり、聞かせてあげたりすれば、やっぱり反応するんですよ。  

 なので、事前にそういうコミュニケーションを取るということは、多分どな

たにとってもすごく大事なのかな。また、それを読むことによって、あっ、こ

の人、こういう歌が好きなんだ。じゃ、これを今度テープで聴かせてあげよう

かなとか、何かそういうことをすることによって、その人の喜ぶ顔も覚えられ

るし、あっ、これは気に入っている顔なんだとか、楽しんでいるんだとか、そ

うやって吸収していくしかないのかな。できれば身近な人がいてくれれば一番

分かりやすいけれども、みんながそれをするのは無理なので、先ほどからおっ

しゃっていた私の希望ファイルをもうちょっと広げて、うまく使っていくとい

うのがいいんじゃないのかなと思いました。  

○大熊委員長  ありがとうございました。  

○高橋委員  ありがとうございます。ぜひ認知症カフェとか家族の会に御一緒

においでくださいませ。  

○パートナーＡ  ありがとうございます。  

○大熊委員長  では、金安委員お願いします。  
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○金安委員  社会福祉協議会の金安と申します。よろしくお願いいたします。  

 先ほどの話に戻ってしまうかもしれませんけれども、意思決定支援というこ

とを自分なりに改めて、学生時代も日々職場でも使う言葉なんですけれども、

よくよく考えると、意思決定支援というのはソーシャルワーク的な発想なんで

すね。意思が決まらない人をどういうふうに意思決定していただくのかという

のを、ソーシャルワークですと、ナラティブアプローチといって本人が今まで

生きてきた道すがらだったり、大切にしてきたことをいかにアプローチ、キャ

ッチをして一緒に決めていくかということなんです。  

 この場合、考えてみますと、 11条に関して言うと、やはり意思決定を支援す

るということももちろん大事ですけれども、当然意思を持っていて、それが発

露できないということはどういうことかというと、もしかしたら、いわゆる近

隣の方々と、今、〇〇さんがおっしゃられたのは私の母親の頃の、自分の母も

アルツハイマーでしたので、すごくリアルに感じられたんですけれども、日頃

から分かっていれば、ある程度の意思の類推ができて、例えば私の言葉で言う

と、おふくろはたしかこうだったよなということは、こうなのかな、「それでい

い？」と聞くと、「うん」とやったりするんですね。  

 そういうようなことが大事で、いわゆる専門職の支援も大変大事なんですけ

れども、いかに私の希望ファイルが書けたり、ものを語れたりしている段階か

ら、あるいは事前から、地域の方々同士でという視点で、言うなればマンツー

マンディフェンスというと大げさですけれども、そんな関係づくりがもしかし

たら大切なのかなと。そういった局面だったり、あとは集いの場であったり、

自由に語れて自由に安心して過ごせる場をいかにつくっていくのか。そういっ

たことの一つのツールとして多分私の希望ファイルがあって、あるいは新たな

考え方に基づく方法論がまたあるかもしれない。そういった点で先ほどの 11条

に関しては、私の希望ファイルありきということだけではなくて、言うならば

開発して先導するというような、これは私自身として考えているのは、区役所

さんの責任だけではなくて、やはりそれこそ住民みんなでというのを高らかに

歌い上げるようなことが 11条の冒頭、前段というんでしょうか、あるといいの

かなと思いました。  

 私の母も、私のことを最期は呼べなくなりましたけれども、とうとう何と呼

んだかというと「あなた」と呼んだんですね。つまり、親父のことを呼んだわ

けです。ああ、親父に会いたいんだなというようなことを思ったり、だけれど

も、結構けんかしていたよななんて思いながら、「結構けんかしていたのに会い

たいの？」と聞くと、「うん」とやるんですね。だから、そういうような関係性

を持っている近隣の人たちがどんどん増えていくことが、もしかしたら大切な

支援の一つなのかなというふうに感じました。  
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 以上です。どうもありがとうございました。  

○大熊委員長  ありがとうございました。では、中澤委員お願いします。  

○中澤委員  私の希望ファイル、これはキーワードだと私は思っていて、キー

ワードだから変幻自在なんですね。いろんなところで使っていける。例えば認

知症の方、〇〇さんに来ていただいて、私たちも一緒に行って何か話すことで

どんどん広がっていく。人とのつながりが広がっていくというのが、この条例

を広げていくことでもあるし、そういった意味で本当に私の希望ファイル、書

いたものではありません。そうではなくて、みんなが考えていくというのが私

の希望ファイルの積み上げだと思っているんですね。そういう意味では、それ

が条例がいいものになっていくことにつながっていくんじゃないかと思ってい

ます。ということで、いろんな計画も考えていかなきゃいけないと思うんです

けれども、キーワードをどれだけ広げていけるかということだと思います。  

○大熊委員長  それでは徳永委員、お願いいたします。  

○徳永委員  介護事業者連絡会の代表で来ている徳永ですけれども、いろいろ

皆さんのお話を伺っていてすごく参考になったなと思うんですが、あと一つ、

私の希望ファイルに関しまして、先ほど中澤さんもおっしゃったんですけれど

も、ＡＣＰまたは一般的に割と浸透している言葉で言うとエンディングノート

とかというところ、さっきほどの社会福祉協議会で出している私のノートとい

うところとか、そことどういうふうな形でつながるのかというのが、認知症に

なったから私の希望ファイルじゃないんだよというところがちゃんと分かるよ

うにしたいなと。私どもは、御病気になってお伺いして、そこからの関係性の

スタートということもあるんですね。  

 ただ、皆さんがおっしゃってくださったように、それまでの人生の歴史があ

って、その上で成り立っているということがあるので、だから、認知症になっ

たからスタートじゃないでしょうし、その辺が分かるような形が何か望ましい

なと、今の皆さんのお話を聞いていて私自身が思っていたところであります。  

 ただ、意思決定支援ということを言葉で言うと、私たち介護職が短い期間で

どのように対応して、どのように御本人の思いをちゃんと汲み取れるようなス

キルを持つかというところ、それは生活の場面での支援を中心にしている介護

職が何ができるかということも、私たち自身ももっと考えていかなければいけ

ないなということも、この条文の中にそこまで明確に書いていないですけれど

も、感じ取ったので、もう少しそこがメッセージとしてあってもいいなと思っ

たところではあります。  

○大熊委員長  ありがとうございました。それでは、新里委員にお願いいたし

ます。  

○新里委員  私は、最近、コロナで病棟と外来と本当に治療の雰囲気が一変し



24 

 

まして、コロナというのは弱い方にしわ寄せがくるなと。今まで目指してきた

なるべく地域に開いて、家族との距離を入院しても近くしてというのが全部否

定されるというか、許可されないわけなので、ちょっと困っておりますけれど

も、また長く続きそうということで、どうするかなと思っていたりするんです。 

 今回、この会に参加させてもらいまして、もし世の中が認知症の方の気持ち

を十分に分かるというか、共感できる方ばかりだとすれば、多分条例というの

は要らないような気がするんですね。でも、やっぱりそうではないということ

で、一つは、この条例の目的というのはボトムアップというか、こういうこと

も分からないのというところをマニュアル的な面というか、そういう側面は、

この文章の中に入れないといけないというところもあるし、また、こういうと

ころを目指して、こういうところに広がっていきたいというさらに高みを目指

すようなところもあるし、そこの両立ということを成り立たせていく面がある

んだなと。人ごとのようなことを言っていますけれども、そういうことを思い

ながら参加させてもらいました。いい条例ができるといいなと思って参加させ

ていただきました。  

○大熊委員長  ありがとうございました。では山口委員お願いします。  

○山口委員  玉川医師会の山口です。私は今日、医師会の役員で来ているんで

すけれども、自分自身はふだん、在宅療養支援診療所というのをやっていまし

て、多くの認知症の方に医療サービスを提供しています。実は正直に申します

と、例えばそうやって認知症の方と日々接している中ですごく感じるのは、ど

うしても認知症の方本人の意思とか希望よりも、事業者の思惑であったり、御

家族の思惑というのが優先されているという怒りといいますか、不満を実は感

じているのはあるんです。現実問題としてそういうことがある。もちろん、自

分の意見が言える方はいいなと思うんですけれども、そうでない方も非常に多

くて、そういった方というのは、なかなか自分から発言するということが難し

い場合もありますね。  

 要するに、どうすれば認知症の方の希望を守っていけるのかなというのが自

分自身のテーマで、そういうものが例えばそれこそ今回の私の希望ファイルの

中に、こういうものができれば、そういった認知症の方の希望が守られていけ

るといいなと非常に感じました。どうもありがとうございます。  

○大熊委員長  最後になりましたが、太田委員はいかがでしょうか。  

○太田委員  世田谷区医師会の太田でございます。  

 私のほうからは大きく分けて２点ですけれども、認知症とともに生きる希望

計画ということで、さっき村中先生がおっしゃったとおりに、ここは評価する

機能がやっぱり必要だと思うんですね。というのは認知症在宅生活サポートセ

ンター、見てのとおり①から⑪までの非常に多くの仕事をこなしていかなけれ
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ばいけない。これが今のマンパワーで果たして、今でもかなり業務量が多くて

疲弊していると聞いていますので、そこをどう行政としてサポートしていくの

かという評価をしていかないと、これは潰れてしまいますので、そこはちゃん

と評価する機能をやはりつくったほうがいいと思います。  

 あともう１点、私の希望ファイルがありますけれども、確かに世田谷区の場

合、 75歳以上の 70％以上が高齢夫婦か独居か未婚のお子さんと高齢の方という

ことを考えると、意思決定という時点で本人が意思決定できなくなった場合に、

それを引き継ぐ方が少ないという現実があります。その中で多くが施設に入っ

ていったりすると、なおさら意思決定を継続するための流れがなくなってしま

う。その流れをどういうふうにつくるかというところ、ここは一つの私の希望

ファイル、こういうものをうまく使いながら、人から人にその思いを伝えるよ

うなシステムというのはやはり必要ですし、今言った介護職を踏まえた私たち

は、そういうことを頭に入れながらやっていかないといけないというような啓

発系もやっていかないといけないと思っています。以上です。  

○大熊委員長  ありがとうございました。次に、シンポジウムのことについて

お願いします。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  では、事務局から、本日お配りしました資

料７でございます。  

 委員の皆様にはメールで御報告させていただいておりましたが、４月 25日に

実はシンポジウムを予定しましたが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響

により延期となっております。延期後の日程につきましては、概要をこちらに

載せております。  

 日程は、令和２年 10月 24日土曜日もしくは 10月 25日日曜日の午後に予定して

おります。  

 会場につきましては、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ内の研修室、今回、

松原にできました認知症在宅生活サポートセンターのある施設でございます。  

 内容につきましては、条例制定の趣旨の説明と学識経験者や認知症の御本人

等で行うパネルディスカッションを今のところ考えております。詳細が決まり

ましたら、また改めて御報告させていただきます。以上でございます。  

○大熊委員長  ありがとうございました。保坂区長さんもせっかくですので、

何か一言お願いします。  

○保坂区長  たくさんの重要な指摘、御意見ありがとうございました。  

 こうしてやがてまとまろうという中で、繰り返しスタートラインで語られた

ことももう一度出てきたなと思います。こういったコロナという世界中があま

り体験したことのない状況が、そろそろ半年近く続いているわけで、あとしば

らくは続くだろうという中で、多分この条例もでき上がっていく。最初は気づ
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かない人も多いかと思うんですが、しっかりとしたものであれば、必ず表に出

てきて、それぞれの暮らしの現場とか医療の現場、あるいは福祉の現場に大き

な存在になるんじゃないかなという期待を抱かせていただきました。ありがと

うございました。  

○大熊委員長  言い加えですけれども、幾つか素案をもうちょっとよくしたい

という御意見が出ましたので、それぞれにメールで佐久間さんのところに送っ

ていただいて、それを期限を切って、一番いい修正の仕方を考えていったらい

いかと思いますが、いかがでしょうか。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  これから 10月施行となりますと、できれば

今週中に御意見をいただきまして、それを至急取りまとめて皆さんのほうにお

返しするような形で調整をさせていただきたいと思います。  

○大熊委員長  よろしくお願いいたします。  

○佐久間介護予防・地域支援課長  それでは、皆様、御審議ありがとうござい

ました。  

 では、本日はこちらで終了させていただきます。  

 本日はどうもありがとうございました。  

午後８時 48分閉会  


